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立
教
大
学
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
に 

お
け
る
資
料
の
利
用
に
関
す
る
規
程

施
行　

二
〇
一
七
年
一
月
一
日

（
趣
旨
）

第
１
条　

本
規
程
は
、
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
第
３
条

第
４
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
立
教
大
学
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン

タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。）
の
所
蔵
資
料
の
公
開
お

よ
び
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
の
業
務
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
利
用
対
象
者
）

第
２
条　

セ
ン
タ
ー
は
、
所
蔵
す
る
資
料
を
立
教
学
院
構
成
員
及

び
、
そ
れ
以
外
の
教
育
・
研
究
機
関
に
所
属
す
る
研
究
者
・
学
生

及
び
、
市
民
一
般
の
利
用
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
）

第
３
条　

 

セ
ン
タ
ー
は
、
資
料
の
利
用
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
業

務
を
行
う
。

　
　
　
　

⑴　

閲
覧

　
　
　
　

⑵　

複
写

　
　
　
　

⑶　

レ
フ
ァ
レ
ン
ス

　
　
　
　

⑷　

 

そ
の
他
セ
ン
タ
ー
長
が
必
要
と
認
め
た
業
務

（
閲
覧
）

第
４
条　

 

所
蔵
資
料
の
閲
覧
は
、
所
定
の
手
続
き
に
よ
り
、
セ
ン

タ
ー
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

２　

 

資
料
閲
覧
の
場
所
及
び
日
時
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
指
定

す
る
。

（
複
写
）

第
５
条　

 

所
蔵
資
料
の
複
写
は
、
セ
ン
タ
ー
長
が
指
定
し
た
方
法

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　

２　

 

資
料
の
保
存
等
の
状
況
に
よ
り
、
セ
ン
タ
ー
長
は
複
写

を
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　

３　

 

複
写
等
（
電
子
媒
体
等
に
よ
り
、
セ
ン
タ
ー
が
提
供
し

た
資
料
を
含
む
）
を
行
っ
た
資
料
を
展
示
、
出
版
等
に

使
用
す
る
場
合
、
利
用
者
は
セ
ン
タ
ー
所
蔵
で
あ
る
こ

と
を
適
切
な
方
法
で
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
依
頼
）

第
６
条　

 

利
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
レ
フ
ァ
レ

ン
ス
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　

⑴　

 

立
教
学
院
史
に
関
す
る
資
料
の
検
索
に
関
す
る
助

言

　
　
　
　

⑵　

 

立
教
学
院
史
に
関
す
る
資
料
又
は
参
考
文
献
の
紹

介

　
　

２　
 

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
希
望
す
る
者
は
、
セ
ン
タ
ー
室
員
に

そ
の
旨
を
申
し
出
て
、
協
力
を
得
る
も
の
と
す
る
。
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（
特
別
貸
出
）

第
７
条　

 

学
術
研
究
、
社
会
教
育
等
を
目
的
と
し
、
特
に
セ
ン

タ
ー
長
が
許
可
し
た
場
合
は
、
資
料
の
貸
出
を
行
う
こ

と
が
あ
る
。

　
　

２　

 

資
料
の
貸
出
を
申
請
す
る
場
合
、
利
用
者
は
所
定
の
書

類
を
セ
ン
タ
ー
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
の
制
限
）

第
８
条　

 

セ
ン
タ
ー
長
は
、
資
料
を
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
次
に

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
項
に
該
当
す
る
と
判
断
し
た
場

合
、
そ
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　

⑴　

 

個
人
情
報
の
不
適
切
な
提
供
又
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
侵
害
に
あ
た
る
と
き
。

　
　
　
　

⑵　

寄
贈
者
と
の
取
り
決
め
に
反
す
る
と
き
。

　
　
　
　

⑶　

 

利
用
に
よ
り
資
料
が
破
損
又
は
著
し
く
劣
化
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

　
　
　
　

⑷　

 

そ
の
他
利
用
制
限
が
必
要
と
セ
ン
タ
ー
長
が
判
断

す
る
と
き
。

（
賠
償
責
任
等
）

第
９
条　

 

利
用
者
が
資
料
を
滅
失
、
棄
損
又
は
汚
損
し
た
と
き

は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
セ
ン
タ
ー
長
に
申
し
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
　

２　

 

資
料
の
滅
失
、
棄
損
又
は
汚
損
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に

つ
い
て
、
セ
ン
タ
ー
は
、
利
用
者
に
対
し
賠
償
を
請
求

で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
利
用
者
の
責
任
・
セ
ン
タ
ー
の
免
責
）

第
10
条　

 

利
用
者
は
、
資
料
に
含
ま
れ
る
情
報
を
利
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
著
作
権
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
第
三
者
の
権
利

利
益
を
侵
害
し
た
と
き
は
、
そ
の
一
切
の
責
任
を
負
う

も
の
と
す
る
。

（
雑
則
）

第
11
条　

 

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
利
用
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
の
議
を

経
て
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め
る
。

（
規
程
の
改
廃
）

第
12
条　

 

こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
の
議
を

経
て
セ
ン
タ
ー
長
が
行
う
。

附　

則

　
　

１　

 

こ
の
規
程
は
、二
〇
一
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


